
金
石
文
の
専
門
家
で
も
な
い
わ
た
し
が
、
あ
え
て
こ
の
問
題
を
取
上
げ
た
の

は
ほ
か
で
も
な
い
。
実
は
ト
ブ
ト
リ
ノ
が
ど
う
し
て
ア
ス
カ
の
枕
詞
に
な
っ
た

か
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
途
中
、
一
二
の
金
石
文
に
つ
い
て
通
説
に
疑
問
が
生

じ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
前
提
と
な
っ
た
ト
ブ
ト
リ
ノ
が
ア
ス
カ

の
枕
詞
に
な
っ
た
過
程
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
で
飛
鳥
を
ア
ス
カ
と
読
ま
せ
て
い

て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
編
纂
せ
ら
れ
た
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
と
か
、
養
老

四
年
（
七
二
○
）
と
か
の
時
点
で
統
一
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
時
時
の

用
字
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
允
恭
天
皇
の
宮
殿
の
名
は
遠
飛
烏
宮

と
書
い
て
ト
ホ
ッ
ァ
ス
カ
ノ
ミ
ャ
と
読
ま
せ
て
い
る
が
、
允
恭
天
皇
の
時
代
に

飛
鳥
が
ア
ス
カ
と
読
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
飛
鳥
を

ア
ス
カ
と
読
ま
せ
た
最
初
の
も
の
は
後
述
の
よ
う
に
、
法
隆
寺
所
蔵
の
観
音
菩

薩
造
像
記
で
あ
っ
て
、
通
説
で
は
持
統
八
年
（
六
九
四
）
の
製
作
と
せ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
前
は
恐
ら
く
万
葉
集
に
見
え
る
安
須
加
・
明
日
香
も
し
く
は
安
宿

飛
烏
時
代
の
金
石
文

■■■■■

な
ど
の
よ
う
な
仮
名
害
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

１
天
武
元
（
六
七
二
）
冬
宮
号
を
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
と
い
う
。

（
日
本
書
紀
）

２
〃
一
五
（
六
八
六
）
七
・
二
○
宮
号
を
ト
ブ
ト
リ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ

ミ
ャ
と
改
め
る
。
（
〃
）

３
朱
烏
元
（
六
八
六
）
九
・
九
天
武
天
皇
死
、
持
統
天
皇
称
制
（
代
行
）

４
持
統
三
（
六
八
九
）
四
・
三
草
壁
皇
子
死
、
ト
ブ
ト
リ
ノ
キ
ョ
ミ
負

う
）
ノ
ミ
ヤ
（
万
葉
集
二
．
一
六
七
・
人
麿
挽
歌
）

５
〃
四
（
六
九
○
）
一
・
一
持
統
天
皇
即
位
（
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ

・
ノ
ミ
ャ
の
宮
号
復
活
か
）

６
〃
五
（
六
九
一
）
九
・
九
川
島
皇
子
死
、
ト
ブ
ト
リ
ノ
ァ
ス
カ
ノ
川

（
万
葉
集
二
・
一
九
四
・
人
麿
挽
歌
）

７
〃
七
（
六
九
三
）
九
・
九
天
武
天
皇
八
回
忌
、
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ

ラ
ノ
ミ
ヤ
（
万
葉
集
二
、
一
六
二
・
持
統
天
皇
）

■■■■■■

■■■■■■

士
ロ
永
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８
〃
八
（
六
九
四
）
三
・
一
八
飛
鳥
寺
（
法
隆
寺
蔵
観
音
菩
薩
造
像
記
）

９
文
武
四
（
七
○
○
）
四
・
四
明
日
香
皇
女
死
、
卜
ブ
ト
リ
ノ
ア
ス
カ
の

川
（
万
葉
集
二
・
一
九
六
・
人
麿
挽
歌
）

皿
和
銅
三
（
七
一
○
）
二
？
ト
ブ
ト
リ
ノ
ア
ス
カ
の
里
（
万
葉
集
一
・
七
八

・
元
明
天
皇
）

右
の
年
表
が
示
す
よ
う
に
、
壬
申
の
乱
に
勝
利
を
お
さ
め
た
天
武
天
皇
が
岡

本
宮
の
南
に
宮
殿
を
経
営
し
て
、
１
天
武
元
年
（
六
七
二
）
の
冬
に
遷
っ
て
ア
ス

カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
と
名
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
２
天
武
一
五

年
（
六
八
六
）
七
月
二
○
日
、
瑞
烏
の
出
現
を
祝
う
こ
と
と
、
天
皇
の
病
気
回
復

と
を
兼
ね
て
年
号
を
朱
烏
元
年
と
改
め
て
い
る
。
そ
の
機
会
に
宮
号
を
も
ト
ブ

ト
リ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
と
改
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
本
書
紀
の
記
事

の
間
違
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
４
持
統
三
年
（
六
八
九
）
四
月
三
日
に
な
く
な
っ

た
皇
太
子
草
壁
皇
子
の
死
を
悼
ん
だ
柿
本
人
麿
の
歌
に

…
…
神
下
し
い
ま
せ
ま
つ
り
し
高
照
ら
す
日
の
皇
子
（
天
武
）
は

、
、
、
、
、
、

飛
鳥
之
浄
之
宮
に
神
な
が
ら
太
し
き
ま
し
て
…
…
（
万
葉
集
二
・
一

六
七
）

と
あ
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
傍
点
を
施
し
た
「
飛
鳥
之
浄
之
宮
」
は

永
く
「
ア
ス
カ
ノ
…
…
」
と
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
は
や
く
本
居
宣
長

の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ト
ブ
ト
リ
ノ
と
読
む
べ
き
こ
と
、
澤
鴻
久
孝
の
い
う
と

こ
ろ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
７
持
統
天
皇
の
七
年
（
六
九
三
）
九
月
九
日
に
行
わ
れ
て
い

る
天
武
天
皇
の
八
回
忌
に
当
っ
て
、
天
皇
が

（
天
武
）
天
皇
崩
り
ま
し
し
後
八
年
の
九
月
九
日
、
御
斎
会
の
お
ほ
ゑ

た
め
の
夜
、
夢
裡
に
習
ひ
給
ひ
し
お
ほ
み
歌

、
、
、
、
、
、
、
、
、

明
日
香
能
清
御
原
乃
宮
に
天
の
下
し
ら
し
め
し
し
や
す
承
し
し

わ
が
大
君
高
照
ら
す
日
の
皇
子
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
…

…
（
万
葉
集
二
・
一
六
二
）

と
い
う
歌
を
作
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
持
統
天
皇
は
天

武
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
。
そ
の
持
統
天
皇
が
、
夫
の
命
名
を
無
視
し
て
傍
点
を

施
し
た
よ
う
に
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ヤ
と
い
っ
て
い
る
に
は
、
そ
れ
だ

け
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
何
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
４
持
統
三
年

（
六
八
九
）
以
後
、
７
持
統
（
六
九
三
）
七
年
の
間
に
正
式
に
宮
号
を
ト
ブ
ト
リ
ノ

キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
か
ら
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
の
旧
に
復
し
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
５
持
統
四
年
（
六
九
○
）
一
月
一

日
の
即
位
の
際
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

朱
烏
元
年
（
六
八
六
）
九
月
九
日
に
天
武
天
皇
が
な
く
な
っ
た
時
、
皇
太
子
の

草
壁
皇
子
は
ど
う
し
た
こ
と
か
位
に
即
く
こ
と
な
く
、
母
の
皇
后
が
称
制
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。
皇
太
子
を
そ
の
ま
ま
即
位
さ
せ
る
に
は
、
年
齢
の
ほ
か
に

も
何
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理

由
は
と
も
か
く
、
称
制
時
代
は
代
行
の
こ
と
と
て
前
代
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
継

承
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
宮
号
も
改
め
て
二
か
月
ば
か
り
、
し
た
が
っ
て
そ

の
ま
ま
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
が
４
持
統
三
年
（
六
八
九
）
の
皇
太
子
の
死
に
よ
っ
て
事
情
は
一
変
す
る
。

皇
太
子
あ
っ
て
の
称
制
で
あ
っ
た
。
そ
の
皇
太
子
が
な
く
な
っ
た
以
上
、
皇
后

一
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が
位
に
即
く
よ
り
道
は
な
い
。
皇
后
に
は
腹
違
い
の
皇
子
に
位
を
継
が
せ
る
寛

容
さ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
翌
５
持
統
四
年
（
六
九
○
）
の
一
月
一
日
を

期
し
て
正
式
に
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
瑞
烏
の
出
現
を
祝
っ
て
改

め
た
ト
ブ
ト
リ
ノ
キ
ョ
、
、
入
ラ
ノ
ミ
ャ
の
宮
号
も
、
肝
心
の
天
武
天
皇
の
死
、

皇
太
子
の
死
と
不
祥
事
が
続
い
て
は
改
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
れ
が
日
本
書
紀
に
は
見
え
な
い
、
わ
た
し
の
５
持
統
四
年
（
六
九
○
）
一
月
一

日
に
宮
号
が
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
の
旧
号
に
復
し
た
と
い
う
理
由
で

あ
る
。以

上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
５
持
統
四
年
（
六
九
○
）
に
ト
ブ
ト
リ
ノ

が
宮
号
か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ト
ブ
ト
リ
ノ
を
早
速
ア
ス
カ

の
枕
詞
と
し
て
用
い
た
の
が
柿
本
人
麿
で
は
な
か
っ
た
か
。
人
麿
が
枕
詞
を
創

作
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
澤
潟
久
孝
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
改
号

の
翌
６
持
統
五
年
（
六
九
一
）
九
月
九
日
、
川
島
皇
子
の
死
を
悼
ん
だ
と
思
わ
れ

る
長
歌
に

、
、
、

飛
鳥
（
ノ
）
明
日
香
の
川
の
上
つ
瀬
に
生
ふ
る
玉
藻
は
下
つ
瀬
に

流
れ
触
ら
ぱ
ふ
：
．
…
（
万
葉
集
二
・
一
九
四
）

と
い
う
よ
う
に
、
ト
ブ
ト
リ
ノ
が
は
じ
め
て
ア
ス
カ
の
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の

後
も
同
じ
人
麿
の
手
に
よ
っ
て
、
７
文
武
四
年
（
七
○
○
）
四
月
四
日
、
飛
鳥
皇

女
の
死
を
悼
ん
だ
長
歌
の
中
で

、
、
、

飛
鳥
（
ノ
）
明
日
香
の
川
の
上
つ
瀬
に
石
橋
渡
し
下
つ
瀬
に
打

橋
渡
す
石
橋
に
生
ひ
扉
け
る
玉
藻
も
ぞ
絶
ゆ
れ
ば
生
ふ
る
…
…

飛
烏
時
代
の
金
石
文
（
吉
永
）

通
説
で
は
、
春
日
ノ
カ
ス
ガ
か
ら
枕
詞
の
春
日
を
カ
ス
ガ
と
読
む
に
至
っ
た

よ
う
に
、
飛
鳥
ノ
ァ
ス
カ
か
ら
飛
鳥
が
ア
ス
カ
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
用
い
ら
れ
て
い
る
春
日
と
い
う
枕
詞

が
、
永
い
慣
用
を
経
て
被
修
飾
語
で
あ
る
カ
ス
ガ
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
は
う
な
づ
け
よ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
飛
鳥
の
ぱ
あ
い
同

じ
事
情
に
よ
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
抵
抗
を
覚
え
な
い
で
も
な
い
。

８
法
隆
寺
蔵
の
観
音
菩
薩
造
像
記
の
甲
午
年
を
、
通
説
に
従
っ
て
持
統
八
年

（
六
九
四
）
と
す
れ
ば
、
造
像
記
に
見
え
る
「
飛
鳥
寺
弁
聡
法
師
」
は
ア
ス
カ
デ

ラ
ノ
ベ
ン
サ
ウ
ホ
ウ
シ
と
読
む
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
。
６
持
統
五
年
（
六
九

一
）
に
人
麿
に
よ
っ
て
創
作
せ
ら
れ
た
飛
鳥
ノ
ア
ス
カ
が
、
わ
ず
か
三
年
後
の

（
万
葉
集
二
・
一
九
六
）

と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
て
人
麿
だ
け
が
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
麿
な
ら
ざ
る
作
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
は
じ
め
て
人
麿
に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
か
ら
二
○
年
も
た
っ
た
、
和
銅
三
年
（
七
一
○
）
二
月
の
奈

良
遷
都
の
途
中
、
元
明
天
皇
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

、
、
、

飛
鳥
（
ノ
）
明
日
香
の
里
を
お
き
て
い
な
ぱ
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず
か
も

あ
ら
む
（
万
葉
集
一
・
七
八
）

と
い
う
歌
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
人
麿
と
ト
ブ
ト

リ
ノ
と
い
う
枕
詞
と
の
緊
密
な
関
係
が
知
ら
れ
よ
う
。
も
と
よ
り
古
事
記
・
日

本
書
紀
な
ど
万
葉
集
以
外
の
歌
謡
に
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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８
持
統
八
年
（
六
九
四
）
に
、
し
か
も
人
麿
以
外
の
作
家
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た

形
跡
の
な
い
時
点
で
、
は
た
し
て
枕
詞
の
飛
鳥
を
い
き
な
り
ア
ス
カ
と
読
む
機

縁
が
生
じ
た
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
抵
抗
を
覚
え
る
と

い
っ
た
の
は
こ
の
点
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
次
の
よ

う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち

天
武
元
年
（
六
七
二
）
’
し
天
武
一
五
年
（
六
八
六
）
明
日
香
清
御
原
宮

朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
’
し
持
統
三
年
（
六
八
九
）
飛
鳥
清
御
原
宮

持
統
四
年
（
六
九
○
）
明
日
香
清
御
原
宮
’
し

の
よ
う
に
宮
号
の
変
化
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
明
日
香
に
は
さ
ま
れ
た
飛
鳥
を

ア
ス
カ
と
読
ん
で
し
ま
う
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も

こ
れ
は
造
像
記
の
い
う
甲
午
年
を
ど
こ
ま
で
も
持
統
八
年
（
六
九
四
）
と
信
じ
て

の
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
と
こ
ろ
を
前
提
と
し
て
本
論
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
前
章
で

触
れ
た
造
像
記
が
は
た
し
て
持
統
八
年
（
六
九
四
）
の
製
作
に
な
る
も
の
か
ど
う

か
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。
造
像
記
の
全
文
を
あ
げ
る
と
、

甲
午
年
三
月
十
八
日
、
鵤
大
寺
徳
聡
法
師
、
片
岡
王
寺
令
弁
法
師
、
飛
鳥
寺

弁
聡
法
師
三
僧
所
生
父
母
報
恩
、
敬
奉
観
世
音
菩
薩
像
、
依
此
小
善
根
、
令

得
無
生
法
忍
乃
至
六
道
四
生
衆
生
倶
正
覚
（
表
）

族
大
原
博
士
百
済
在
王
、
此
士
王
姓
（
裏
）

四

と
あ
っ
て
、
全
体
を
通
じ
て
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
否
む
し

ろ
「
百
済
在
王
」
の
書
様
に
古
体
が
あ
り
、
干
支
だ
け
で
年
を
い
う
こ
と
に
も
、

後
述
の
よ
う
に
文
武
天
皇
以
前
の
金
石
文
の
形
態
を
具
え
て
い
る
。

し
か
し
、
疑
い
の
目
を
も
っ
て
見
れ
ば
絶
対
に
無
い
と
は
い
い
切
れ
な
い
。

第
一
願
主
と
思
わ
れ
る
百
済
王
大
原
が
８
持
統
八
年
（
六
九
四
）
に
い
た
と
い
う

積
極
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
百
済
王
家
は
歸
明
天
皇
（
六
三

ご
に
百
済
の
王
子
禅
広
が
子
の
昌
成
と
と
も
に
来
朝
、
そ
の
ま
ま
居
つ
い
て
、

百
済
王
姓
を
貰
っ
た
に
は
じ
ま
る
家
柄
で
あ
る
。

子
の
昌
成
は
は
や
く
天
武
三
年
（
六
八
一
）
に
死
ん
で
お
り
、
父
の
禅
広
も
持

統
七
年
（
六
九
三
）
に
死
ん
で
い
る
。
８
持
統
八
年
（
六
九
四
）
の
時
点
で
、
明
ら

か
に
そ
の
存
在
の
知
ら
れ
る
の
は
、
昌
成
の
子
の
良
虞
と
、
昌
成
の
子
と
思
わ

れ
る
南
典
と
遠
宝
と
の
三
人
で
あ
る
。
持
統
五
年
（
六
九
一
）
に
、
こ
の
三
人
は

当
時
ま
だ
生
存
し
て
い
た
禅
広
と
と
も
に
物
を
賜
わ
っ
て
い
る
が
、
三
年
後
に

観
世
音
菩
薩
像
を
造
ら
せ
て
い
る
願
主
大
原
の
名
が
見
ら
れ
な
い
。

造
像
記
に
よ
る
と
徳
聡
・
令
弁
・
弁
聡
の
三
人
も
一
族
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
禅
広
の
子
と
し
て
も
昌
成
の
子
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
と
に
前
年
の
持
統
七
年
（
六
九
三
）
に
な
く
な
っ
て
い
る
禅
広
の

た
め
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
祖
父
禅
広
に
代
っ
て
天
武
天
皇
の
階
宮
で

諫
ま
で
読
ん
で
い
る
良
虞
や
、
そ
の
兄
弟
と
思
わ
れ
る
南
典
や
遠
宝
が
願
主
に

加
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
百
済
王
大
原
の

８
持
統
八
年
（
六
九
四
）
に
願
主
で
あ
り
え
た
こ
と
を
否
定
す
る
資
料
も
な
い
の

で
、
こ
の
問
題
は
こ
れ
以
上
進
展
の
し
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

四



も
っ
と
も
、
飛
鳥
を
ア
ス
カ
と
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
か
な
り
古
い
こ

と
は
、
河
内
の
烏
坂
寺
の
古
瓦
に
飛
鳥
評
の
文
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
友
人
の
指
摘
に
よ
っ
て
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
郡

に
評
字
が
用
い
ら
れ
た
の
は
文
武
天
皇
以
前
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
頃

す
で
に
飛
鳥
を
ア
ス
カ
と
読
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

ｌ
（
遠
宝
）
’
○
Ｉ
⑬

一
重
Ｉ
。
④

も
訂
篭
●
。
‐
。
⑧

卜
○
人
禅
ｉ
ｏ
‐
？
⑳

錆明3（631）

皇極

孝徳

斉明

天智

天武3 （674）

15（686）

持統5 （691）

7 （693）

8（694）

天平6 （734）

天平9 （737）

禅広・昌成来ル

飛
鳥
時
代
の
金
石
文
（
吉
永
）

昌成死

天武死，良虞禅広二代り課ス

百済王家二物ヲ賜ウ

禅広死，正広三ヲオクル

飛鳥寺（観音造像記）

遠宝死

良虞死

天平宝字2 （758）南典死

今
日
で
は
そ
の
所
在
を
失
っ
て
い
る
も
の
に
、
釆
女
氏
螢
域
碑
が
あ
る
。
碑

文
に
は

飛
鳥
浄
原
大
朝
庭
大
弁
」
官
直
大
弐
釆
女
竹
良
卿
所
請
」
造
墓
所
、
形
浦
山

地
四
千
代
、
他
人
莫
上
段
木
犯
稜
」
傍
地
也
、

巳
丑
年
十
二
月
廿
五
日

と
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

と
り
た
て
て
問
題
に
す
る
よ
う
な
点
も
な
い
が
、
「
巳
丑
年
」
は
持
統
三
年

（
六
八
八
）
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
翌

５
持
統
四
年
（
六
九
○
）
の
一
月
一
日
に
ト
ブ
ト
リ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
の
宮

号
が
ふ
た
た
び
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
に
復
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

「
巳
丑
年
」
を
持
統
三
年
（
六
八
八
）
と
す
れ
ば
、
当
然
碑
文
の
「
飛
鳥
浄
原
大

朝
庭
」
は
ト
ブ
ト
リ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
オ
ホ
ミ
カ
ド
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ア
ス
カ
ノ
…
…
と
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
ど
う
な
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
も
な
い

が
、
当
時
の
読
承
方
に
す
る
と
そ
う
な
る
と
い
う
ま
で
で
あ
る
。
恐
ら
く
今
日

で
は
ア
ス
カ
ノ
…
…
と
読
ん
で
疑
う
人
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

慶
長
一
八
年
（
六
一
三
）
に
発
掘
せ
ら
れ
、
一
度
は
崇
な
ど
の
理
由
で
も
と
の

場
所
に
埋
め
ら
れ
、
近
代
に
な
っ
て
ふ
た
た
び
日
の
目
を
見
た
も
の
に
小
野
毛

人
の
墓
志
銘
が
あ
る
。
そ
の
全
文
を
次
に
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

五一
ハ

五



飛
鳥
浄
御
原
宮
治
天
下
天
皇
御
朝
、
任
太
政
官
兼
刑
部
大
卿
、
位
大
錦
上

（
表
）

小
野
毛
人
朝
臣
之
墓
、
営
造
歳
次
丁
丑
十
二
月
上
旬
即
葬
（
裏
）

右
墓
志
銘
に
見
え
る
「
丁
丑
」
は
天
武
六
年
（
六
七
七
）
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

い
く
つ
か
の
不
審
な
点
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
い

ず
れ
も
が
墓
志
銘
を
正
し
い
も
の
と
し
て
、
弁
護
の
立
場
で
の
発
言
で
あ
る
こ

と
も
面
白
い
。

た
と
え
ば
そ
の
一
つ
に
位
の
矛
盾
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
墓
志
銘
に
は
「
大
錦

上
」
と
あ
る
が
、
続
日
本
紀
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
四
月
一
九
日
の
小
野
毛
野
が

な
く
な
っ
た
時
の
記
事
に

中
納
言
従
三
位
兼
中
務
卿
勲
三
等
小
野
朝
臣
毛
野
蕊
、
小
治
田
朝
大
徳
冠
妹

子
之
孫
、
小
錦
中
毛
人
之
子
也
。

と
あ
っ
て
、
毛
人
の
位
が
「
小
錦
中
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
狩
野
椴

斎
は
古
京
遺
文
の
中
で
、
統
日
本
紀
の
記
事
を
誤
り
と
し
、
「
よ
り
て
以
て
史

の
謬
り
を
糾
す
べ
し
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
梅
原
末
治
も
そ
の
「
小
野
毛
人

の
墳
墓
と
其
の
墓
志
」
（
考
古
学
雑
誌
第
七
巻
第
八
号
）
の
中
で
、
こ
の
こ
と
に
触

れ
て
い
な
い
の
は
、
恐
ら
く
黙
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
二
つ
は
、
墓
志
に
「
小
野
毛
人
朝
臣
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
書

紀
の
天
武
一
三
年
（
六
八
四
）
一
月
一
日
の
記
事
に
は
「
大
三
輪
君
…
。
：
小
野
臣

…
…
笠
臣
凡
て
五
十
二
氏
に
姓
を
賜
ひ
て
朝
臣
と
日
ふ
。
」
と
あ
っ
て
、
小
野

氏
が
朝
臣
姓
を
賜
っ
た
の
は
天
武
一
三
年
（
六
八
四
）
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

墓
志
に
見
え
る
「
丁
丑
年
」
を
天
武
六
年
（
六
七
七
）
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で

朝
臣
姓
を
名
の
る
こ
と
は
史
実
と
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

も
椴
斎
は
弁
護
の
立
場
を
と
っ
て
「
此
の
志
（
天
武
）
六
年
造
る
と
こ
ろ
に
し

て
、
朝
臣
と
い
へ
る
は
、
独
り
毛
人
先
づ
此
の
姓
を
賜
ひ
…
…
」
と
い
い
、
こ

こ
で
も
日
本
書
紀
の
誤
り
で
あ
る
と
し
て
「
史
の
載
す
る
所
、
是
の
類
枚
挙
に

暹
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
椴
斎
の
説
に
対
し
て
三
宅
米
吉
は
、
天
武
七
年
説
に
従
い
な
が
ら

然
る
に
墓
志
は
是
れ
（
賜
姓
）
よ
り
七
年
前
に
記
せ
し
な
ら
ん
に
、
既
に
朝

臣
の
姓
を
用
ひ
た
る
は
如
何
に
ぞ
や
、
是
れ
は
他
に
徴
す
べ
き
も
の
な
け
れ

ば
確
か
に
定
め
が
た
け
れ
ど
も
、
十
三
年
よ
り
以
前
に
既
に
朝
臣
の
文
字
を

姓
に
用
ひ
し
こ
と
も
あ
り
し
に
よ
る
な
ら
ん
、
書
紀
に
は
十
三
年
に
八
色
の

姓
を
定
め
、
氏
々
に
之
を
賜
り
し
こ
と
を
記
し
た
る
が
故
に
、
十
三
年
よ
り

以
前
に
は
朝
臣
の
糸
な
ら
ず
、
真
人
も
宿
禰
も
、
忌
寸
も
、
姓
と
し
て
用
ひ

し
こ
と
更
に
見
え
ず
、
（
道
師
以
下
は
多
く
見
え
た
り
）
、
さ
れ
ど
も
真
人
、

宿
禰
は
も
と
尊
称
に
用
ひ
し
も
の
に
て
、
真
人
は
人
名
に
見
ゆ
る
の
承
な
れ

ど
、
宿
禰
は
蘇
我
臣
馬
子
宿
禰
な
ど
多
く
用
ひ
た
り
、
朝
臣
の
文
字
は
一
も

見
え
ざ
れ
ど
阿
曾
と
い
ふ
尊
称
は
古
く
よ
り
あ
り
、
姓
の
尊
卑
漸
く
混
乱
す

る
に
至
り
、
阿
曾
と
い
ふ
語
に
朝
臣
の
文
字
を
当
て
、
朝
廷
の
臣
と
い
ふ
意

を
も
表
は
し
て
、
朝
廷
近
侍
の
人
灸
が
私
に
用
ひ
始
め
、
終
に
天
武
天
皇
の

十
三
年
に
公
け
の
姓
と
せ
ら
れ
し
な
る
べ
し
。
（
考
古
界
第
三
編
第
三
号
「
金
石

文
の
二
」
）

と
い
っ
て
い
る
。
姓
で
は
な
く
単
な
る
尊
称
で
あ
る
と
す
る
点
、
核
斎
説
よ
り

一
歩
前
進
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

一
ハ



狩
野
液
斎
以
後
に
発
見
せ
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
液
斎
の
古
京
遺
文
に
も
収
載

せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
長
谷
寺
の
法
華
説
相
図
銅
板
銘
が
あ
る
。
銘
文
の
一

部
は
火
災
の
た
め
に
欠
失
し
て
い
る
が
、
全
文
を
次
に
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

惟
夫
霊
仏
□
□
□
□
□
□
□
□
１

立
称
巳
乖
□
□
□
□
□
□
□
□
２

し
か
し
、
こ
こ
に
墓
志
銘
が
何
と
し
て
も
天
武
七
年
（
六
七
八
）
に
製
作
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
証
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
武
七
年
（
六
七
八
）

の
時
点
で
は
「
飛
鳥
浄
御
原
宮
」
と
い
う
宮
号
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ア
ス
カ
ノ
浄
御
原
宮
の
宮
号
を
ト
ブ
ト
リ
ノ
浄
御
原

宮
と
改
め
た
の
は
天
武
一
五
年
（
六
八
六
）
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以

前
に
「
飛
鳥
浄
御
原
宮
」
を
ア
ス
カ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
と
呼
ぶ
こ
と
は
も

と
よ
り
、
ト
ブ
ト
リ
ノ
キ
ョ
ミ
ハ
ラ
ノ
ミ
ャ
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
あ
り
え
な
い
こ

と
で
あ
る
。
前
述
大
錦
上
や
朝
臣
に
し
て
も
天
武
七
年
（
六
七
八
）
説
を
積
極
的

に
支
持
す
る
論
拠
に
な
ら
な
い
以
上
、
墓
志
銘
の
成
立
は
、
少
く
と
も
天
武
一

五
年
（
八
八
六
）
以
後
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
わ
た
し
に
は
本
墓
志
銘
が
近
世
の
好
事
家
の
手
に
な
る
偽
物
で

あ
る
と
断
じ
る
資
料
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
と
に
も
か
く
に
も
天
武
七
年
（
六

七
八
）
に
出
来
た
も
の
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
一
部
の

人
た
ち
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
好
意
的
に
見
る
意
志
な
ど
少
し
も
な
い
の
で
あ

ヲ
（
》
○

飛
鳥
時
代
の
金
石
文
（
吉
永
）

七

、

真
神
然
大
聖
□
□
□
□
□
□
□

不
図
形
表
刹
福
□
□
□
□
□
□

、

日
夕
畢
功
慈
氏
□
□
□
□
□
□

、

仏
説
若
人
起
卒
堵
波
其
量
下
如

、

阿
摩
洛
菓
以
仏
駄
都
如
芥
子
許

、

安
置
其
中
樹
以
表
刹
量
如
大
針

、

、

、

上
安
相
輪
如
小
桑
葉
或
造
仏
像

、

、

下
如
轆
麦
此
福
無
量
響
以
奉
為

、

、

天
皇
陛
下
敬
造
千
仏
多
宝
仏
塔

、

、

、

上
暦
舎
利
仲
擬
全
身
下
儀
並
坐

、

、

諸
仏
方
位
菩
薩
囲
緯
声
聞
独
覚

、

糞
聖
金
剛
師
子
振
威
伏
惟
聖
帝

、

、

超
金
輪
阿
逸
多
真
俗
双
流
仕
度

、

、

、

無
央
薦
糞
永
保
聖
蹟
欲
令
不
朽

、

、

天
地
等
固
法
界
無
窮
莫
若
崇
拠

、

、

霊
峯
星
漢
洞
照
恒
秘
瑞
巌
金
石

、
、

相
堅
敬
銘
其
辞
日

、

、

遙
哉
上
覚
至
突
大
仙
理
帰
絶
妙

、

、

、

事
通
感
縁
釈
天
真
像
降
遊
豊
山

、

、

鶯
峯
宝
塔
涌
此
心
泉
負
錫
来
遊

、

、

、

調
琴
練
行
披
林
晏
坐
寧
枕
熟
定

、

、

乗
斯
勝
善
同
帰
実
相
壱
投
賢
劫

8 7 6 5 4 32423 22 21 20 19 18 17 1615 14 13 12 11 10 9
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、

、

、

倶
値
千
聖
歳
次
降
婁
漆
莵
上
旬
妬

、

道
明
率
引
捌
拾
許
人
奉
為
飛
鳥
邪

浄
御
原
大
宮
治
天
下
天
皇
敬
造
”

こ
の
銅
板
銘
に
つ
い
て
は
、
長
谷
寺
の
創
建
と
関
係
づ
け
て
考
え
る
説
が
あ

る
が
、
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
一
切
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
専
ら
そ
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

銅
板
銘
の
成
立
の
時
を
示
す
も
の
は
、
妬
の
「
歳
次
降
婁
漆
莵
上
旬
」
の
一

句
で
あ
っ
て
、
「
降
婁
」
は
戌
年
、
「
漆
莵
」
は
七
月
の
こ
と
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

茄
師
の
「
飛
鳥
浄
御
原
大
宮
治
天
下
天
皇
。
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
天
武
天
皇

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
は
天
武
天
皇
治
下
の
戌
年
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
天
武
天
皇
の
代
は
一
五
年
続
い
て
い
て
戌
年
は
、
天
武
三
年
（
六
七
四
）

の
甲
戊
と
、
天
武
一
五
年
（
六
八
六
）
即
ち
朱
鳥
元
年
の
丙
戌
と
の
二
回
あ
る
。

今
日
で
は
後
者
の
朱
烏
元
年
の
成
立
と
す
る
説
が
有
力
な
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
朱
烏
元
年
成
立
説
を
強
く
主
張
す
る
者
に
山
田
孝
雄
が
あ
る
。
山
田
は

そ
の
統
古
京
遺
文
の
中
で

１
、
銘
文
中
の
「
奉
為
天
皇
陛
下
」
と
「
奉
為
飛
鳥
浄
御
原
大
宮
治
天
下
天

皇
」
と
は
呼
応
し
、
「
天
皇
陛
下
」
が
現
在
の
天
皇
を
意
味
す
る
こ
と
ば

で
あ
る
以
上
、
銅
板
銘
は
明
ら
か
に
飛
鳥
浄
御
原
宮
で
天
下
を
治
め
た
天

武
天
皇
の
時
に
成
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

２
、
「
薦
翼
永
保
一
聖
蹟
↓
欲
し
令
一
禾
朽
『
天
地
等
固
、
法
界
無
し
窮
」
の
文

に
は
天
皇
の
寿
福
を
祈
る
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

３
、
天
武
天
皇
が
病
気
勝
で
あ
っ
た
朱
鳥
元
年
に
は
、
諸
寺
に
お
い
て
盛
ん

に
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
も
し
天
皇
の
死
後
な
ら
ば
、
命
日
の
九
月
九
日
か
、
魂
祭
の
行

わ
れ
る
十
二
月
が
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
山
田
説
に
は
必
ず
し
も
従
え
な
い
の
で
あ
っ

て
、
た
と
え
ば
１
の
「
天
皇
陛
下
」
の
文
字
が
現
在
の
天
皇
を
指
す
と
す
る
ご

と
き
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
後
の
用
法
か
ら
い
え
ば
そ
れ
は
間
違

で
な
い
。
し
か
し
奈
良
朝
以
前
の
文
献
に
は
他
に
用
例
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、

わ
ず
か
に
古
事
記
の
序
文
に
「
伏
惟
皇
帝
陛
下
」
と
現
在
の
元
明
天
皇
を
指
し

て
い
る
例
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
も
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
の
皇
太

后
の
願
文
に
「
先
帝
陛
下
」
な
ど
と
現
在
な
ら
ぬ
天
皇
を
指
し
た
例
も
あ
る
。

支
那
で
は
「
先
帝
」
と
だ
け
い
う
こ
と
は
諸
葛
亮
の
出
師
表
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
で
、
我
が
国
古
代
で
は
必
ず
し
も
正
し
い
用
い
方
を
し
て
い
る
と
は
い
い
切

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

２
の
寿
福
を
祈
る
意
味
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
点
に
し
て
も
、
「
永
保
二
聖

蹟
こ
な
ど
、
む
し
ろ
死
者
の
功
績
を
永
く
伝
え
よ
う
と
い
う
意
味
に
取
る
べ

き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
に
行
わ
れ
た

天
武
天
皇
の
病
気
平
癒
の
祈
祷
と
直
接
関
係
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ま
た
３
の
冥
福
を
祈
る
た
め
な
ら
、
命
日
の
九
月
九
日
か
、
魂
祭
の
行
わ
れ

る
十
二
月
が
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
も
絶
対
と
い
い
切
れ
な
い
。
た

と
え
ば
文
武
天
皇
は
慶
雲
四
年
（
七
○
七
）
の
六
月
一
五
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る

が
、
長
屋
王
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
二
月
一
五
日
に
、
そ
の
冥
福
を
祈
る
た

め
の
写
経
を
行
っ
て
い
る
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
山
田
の
あ
げ
た
根
拠
は
必
ず
し
も
絶
対
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
指
摘

し
た
の
で
あ
る
が
、
本
銘
文
に
は
む
し
ろ
逆
に
朱
烏
元
年
（
六
八
六
）
の
成
立
と

す
べ
き
で
な
い
と
い
う
証
拠
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

１
、
戌
年
を
朱
烏
元
年
（
六
八
六
）
と
す
れ
ば
、
こ
の
年
宮
号
を
ト
ブ
ト
リ
ノ

ア
ス
カ
ノ
ミ
ャ
と
改
め
た
の
は
七
月
二
○
日
で
あ
る
。
し
か
る
に
銘
文
に
は
七

月
上
旬
と
あ
る
の
で
七
月
一
○
日
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
○
日
以
前

と
す
れ
ば
、
ま
だ
ト
ブ
ト
リ
ノ
ア
ス
カ
ノ
ミ
ャ
の
宮
号
は
行
わ
れ
て
い
な
い
は

ず
で
あ
る
。
銘
文
を
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て
お
い
た
た
め
に
突
然
の
改
号
に
間
に

合
わ
な
か
っ
た
例
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
逆
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。２

、
過
去
の
天
皇
を
「
天
皇
陛
下
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
不
都
合
以
上
に
、
現
在

の
天
皇
を
宮
号
で
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
船
首
王

後
墓
志
が
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

惟
船
氏
故
王
後
首
者
、
是
船
氏
中
祖
、
王
智
仁
首
児
、
那
浦
故
首
之
子
也
、

生
下
於
乎
娑
陀
宮
治
一
天
下
一
天
皇
（
敏
達
）
之
世
必
奉
下
仕
於
等
由
羅
宮
治
二
天

下
一
天
皇
（
推
古
）
之
朝
且
至
下
阿
須
迦
宮
治
一
天
下
一
天
皇
（
鋳
明
）
之
朝
必
天

皇
照
見
知
二
其
才
異
《
仕
有
二
功
勲
「
勅
賜
二
官
位
大
仁
『
品
為
一
第
一
三
損
下

亡
於
阿
須
迦
天
皇
（
好
明
）
之
末
、
歳
次
一
幸
丑
一
十
二
月
三
日
庚
寅
卦
故
戊

辰
年
（
天
智
七
年
）
十
二
月
、
箔
二
葬
於
松
岳
山
上
「
共
一
婦
阿
理
故
能
刀
自
一

同
墓
、
其
大
兄
刀
羅
古
首
之
墓
並
作
し
墓
、
即
為
下
安
一
保
万
代
之
霊
一
牢
中
固

永
劫
之
宝
地
記

と
な
っ
て
い
る
。
墓
の
作
ら
れ
た
年
は
単
に
「
戊
辰
年
」
と
あ
る
の
み
で
、
近

飛
鳥
時
代
の
金
石
文
（
吉
永
）

江
大
津
宮
治
天
下
天
皇
な
ど
と
宮
号
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
過
去
の

敏
達
、
推
古
、
錆
明
の
三
天
皇
が
い
ず
れ
も
宮
号
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
が
当
時
の
慣
行
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
銅
板
銘
の
戊
年
を
い
つ
と
見
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
足
立
康

・
金
森
遵
は
こ
れ
を
文
武
二
年
（
六
九
八
）
の
戊
戌
と
し
、
喜
田
貞
吉
は
養
老
六

年
（
七
二
二
）
の
壬
戌
と
し
、
伴
信
友
・
福
山
敏
男
は
宝
亀
元
年
（
七
七
○
）
の
庚

戌
と
す
る
。

し
か
し
、
今
日
現
存
す
る
金
石
文
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
年
次
の
表
記
は

私
年
号
を
別
に
し
て
、
文
武
天
皇
の
慶
雲
年
間
を
さ
か
い
と
し
、
そ
れ
以
前
は

干
支
で
、
そ
れ
以
後
は
年
号
を
併
用
す
る
こ
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

隅
田
八
幡
宮
所
蔵
鏡
銘
癸
未
年
八
月
日
十
…
．
：
。

伊
予
温
泉
碑
法
興
六
年
十
月
歳
在
丙
辰
…
…
。

御
物
金
銅
弥
勒
菩
薩
造
像
記
歳
次
丙
寅
正
月
生
十
八
日
記
。

法
隆
寺
蔵
金
銅
薬
師
仏
造
像
記
…
…
歳
次
丙
午
年
…
…
歳
次
丁
卯
年
仕
奉
。

同
金
銅
釈
迦
三
尊
造
像
記
法
興
州
一
年
歳
次
辛
巳
十
二
月
…
：
・
・

同
金
銅
釈
迦
三
尊
造
像
記
戊
子
年
十
二
月
十
五
日
…
・
：
・

同
旧
蔵
金
銅
観
音
菩
薩
造
像
記
辛
亥
年
七
月
十
日
…
…
。

御
物
金
銅
釈
迦
仏
造
像
記
甲
寅
年
三
月
廿
六
日
．
：
・
・
・
。

観
心
寺
蔵
金
銅
阿
弥
陀
仏
造
像
記
戊
午
年
十
二
月
…
…
。

西
琳
寺
蔵
金
銅
阿
弥
陀
仏
造
像
記
宝
元
五
年
已
未
正
月
…
…
。

野
中
寺
蔵
金
銅
弥
勒
菩
薩
造
像
記
丙
寅
年
四
月
大
旧
八
日
癸
卯
開
記
…
…
。
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薬
師
寺
蔵
東
塔
擦
銘
、
維
清
原
宮
駅
宇
天
皇
即
位
八
年
庚
辰
之
歳
…
…
。

御
物
宇
治
宿
弥
墓
誌
．
：
．
：
（
慶
）
雲
二
年
十
二
月
、
Ⅱ
Ｕ
・

法
起
寺
塔
婆
露
磐
銘
：
．
．
：
壬
午
年
一
一
月
廿
一
百
：
：
：
至
干
戊
戌
年
、
…
…

至
子
乙
酉
年
…
…
丙
午
年
三
月
露
磐
営
作

東
京
国
立
博
物
館
蔵
文
忌
寸
禰
麻
呂
墓
誌
壬
申
年
…
…
慶
雲
四
年
歳
次
丁

未
九
月
廿
一
日
卒

四
天
王
寺
蔵
威
奈
真
人
大
村
墓
誌
…
…
大
宝
元
年
：
…
・
慶
雲
四
年
…
…
。

国
勝
寺
蔵
下
道
圀
勝
母
骨
蔵
器
銘
以
和
銅
元
年
歳
次
戊
申
十
一
月
廿
七
日

（
以
下
略
す
）

し
た
が
っ
て
長
谷
寺
法
華
説
相
図
銘
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
後
世
の
偽

物
で
あ
る
と
す
れ
ば
と
も
か
く
、
文
武
天
皇
の
慶
雲
以
後
に
下
げ
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。
わ
た
し
は
こ
の
戌
年
を
文
武
二
年
（
六
九
八
）
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
理
由
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
一
つ
は
、
内
藤
湖
南
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
筆
法
が
小
川
氏
蔵
金
剛
場

陀
羅
尼
経
の
そ
れ
と
同
筆
で
な
い
か
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
陀
羅
尼
経
に
は
次
の
よ
う
な
奥
書
が
つ
い
て
い
る
。

、

歳
次
二
丙
戌
一
年
五
月
、
川
内
国
志
貴
評
内
知
識
、
為
二
七
世
父
母
及
一
切
衆

生
「
敬
一
造
金
剛
場
陀
羅
尼
経
一
部
「
籍
一
此
善
因
一
往
二
生
浄
土
「
終
成
一
正

覚
一
教
化
僧
宝
林
（
次
丁
嶌
眞
版
参
照
）

右
の
奥
書
に
見
え
る
「
丙
戌
」
は
、
郡
に
評
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
て
、
天
武
一
五
年
（
六
八
六
）
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
が
な
い
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
と
筆
法
の
酷
似
す
る
問
題
の
銅
板
銘
の
戌
年
を
同
じ
く
天
武
一
五
年

（
六
八
六
）
と
す
る
説
が
行
わ
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
こ
と
に
同
筆
で
あ

る
と
す
る
内
藤
湖
南
が
も
っ
と
も
強
く
主
張
す
る
の
も
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
。

し
か
し
一
面
両
者
は
似
て
は
い
る
が
、
必
ず
し
も
同
筆
と
は
い
え
な
い
と
す

る
書
道
研
究
者
側
の
発
言
も
あ
る
。
た
と
え
ば
書
道
全
集
の
銅
板
銘
の
解
説
者

安
藤
更
生
は

縦
画
の
極
め
て
強
い
偕
書
で
、
横
画
に
は
隷
書
の
名
残
の
波
法
を
示
し
、
や

や
縦
長
に
、
痩
法
な
書
形
は
、
恐
ら
く
欧
陽
調
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

内
藤
湖
南
は
こ
の
銘
と
丙
戌
の
駁
を
有
す
る
金
剛
場
陀
羅
尼
経
と
を
同
人
同

年
の
作
だ
と
断
じ
て
い
る
が
、
似
て
こ
そ
お
れ
、
例
え
ば
両
者
の
波
法
を
比

較
す
る
に
、
前
者
は
筆
を
下
へ
抜
く
の
に
反
し
て
、
後
者
は
上
方
へ
抜
く
癖

が
あ
り
同
一
人
の
書
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

と
い
っ
て
同
一
人
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で

い
てた

だ
し
、
こ
の
丙
戌
の
年
記
を
帯
び
る
金
剛
場
陀
羅
尼
経
と
の
書
風
の
酷
似

は
、
書
道
様
式
上
、
本
銅
板
の
朱
烏
元
年
製
作
を
否
定
せ
ん
と
す
る
説
の
成

立
を
困
難
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
断
じ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
た
し
は
書
道
の
方
は
全
く
の

素
人
で
、
発
言
の
資
格
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
い
。
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

銅
板
銘
の
成
立
が
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
で
あ
り
え
な
い
以
上
、
し
か
も
そ
の
書

風
が
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
の
頃
の
も
の
と
す
れ
ば
、
一
二
年
さ
げ
た
文
武
二
年

（
六
九
八
）
の
成
立
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
妥
協
す
る
こ
と
も
一
方
法
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
一
二
年
程
度
で
あ
れ
ば
、
同
一
人
の
存
在
も
可
能
で
あ
り
、
書
風

一

○



の
変
化
も
そ
れ
ほ
ど
気
に
し
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
二
つ
は
、
文
武
二
年
（
六
九
八
）
と
す
れ
ば
、
そ
の
年
は
統
持
天
皇
譲
位

の
翌
年
で
あ
り
、
そ
の
機
会
に
先
帝
で
、
か
つ
夫
君
で
も
あ
っ
た
天
武
天
皇
の

冥
福
を
祈
る
た
め
に
道
明
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
銘
文
に
は
、
そ
の
こ
と
に
一
言
も
触
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
今
の
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。

い
ず
れ
時
を
か
け
改
め
て
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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